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附
則

群
馬
県
は
、
利
根
川
の
源
流
域
に
位
置
し
、
尾
瀬
を
は
じ
め
と
す
る
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
、
多
様

な
生
態
系
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の
豊
か
な
自
然
環
境
と
調
和
を
保
ち
な
が
ら
、
県
内
で
は
、
多
種

多
様
な
農
産
物
が
生
産
さ
れ
、
県
土
の
三
分
の
二
を
占
め
る
森
林
に
お
い
て
も
、
木
材
資
源
の
活
用

が
進
め
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
特
定
野
生
鳥
獣
の
生
息
数
の
増
加
や
生
息
域
の
拡
大
は
、
過
疎
化
・
高
齢
化
に

よ
る
中
山
間
地
域
の
活
力
の
低
下
と
相
ま
っ
て
、
農
林
水
産
業
に
対
す
る
被
害
を
助
長
さ
せ
、
生
産

者
の
意
欲
の
低
下
に
よ
る
耕
作
放
棄
地
等
の
拡
大
に
つ
な
が
り
、
そ
の
こ
と
が
、
生
息
数
の
増
加
と

生
息
域
の
拡
大
に
つ
な
が
る
連
鎖
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。

ま
た
、
尾
瀬
に
お
け
る
ニ
ホ
ン
ジ
カ
に
よ
る
ミ
ズ
バ
シ
ョ
ウ
の
食
害
や
湿
原
の
踏
み
荒
ら
し
な
ど
、

本
県
の
生
態
系
に
も
深
刻
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
更
に
、
こ
れ
ま
で
生
息
が
確
認
さ
れ
な
か
っ
た

地
域
や
市
街
地
に
も
特
定
野
生
鳥
獣
が
出
没
し
、
人
身
被
害
の
発
生
や
感
染
症
拡
大
の
原
因
と
も
な

り
得
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
鳥
獣
被
害
対
策
は
特
定
の
地
域
に
留
ま
ら
ず
県
全
体
の
課
題
と
な
っ
て
い

る
。こ

こ
に
、
県
、
市
町
村
、
県
民
及
び
関
係
団
体
が
協
働
し
て
鳥
獣
被
害
対
策
に
取
り
組
み
、
野
生

鳥
獣
と
共
存
す
る
地
域
づ
く
り
を
進
め
、
安
全
で
安
心
な
生
活
を
確
保
で
き
る
良
好
な
生
活
環
境
と

活
力
あ
る
地
域
社
会
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
を
決
意
し
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

第
一
章

総
則

（
目
的
）



第
一
条

こ
の
条
例
は
、
鳥
獣
被
害
対
策
の
推
進
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県
の
責
務
及
び
県

民
等
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
鳥
獣
被
害
対
策
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画

的
に
推
進
す
る
た
め
の
基
本
的
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
野
生
鳥
獣
と
共
存
す
る
地
域
づ

く
り
を
進
め
、
県
民
の
良
好
な
生
活
環
境
の
確
保
及
び
活
力
あ
る
地
域
社
会
の
実
現
に
資
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

一

特
定
野
生
鳥
獣

ニ
ホ
ン
ジ
カ
、
イ
ノ
シ
シ
、
ニ
ホ
ン
ザ
ル
、
カ
ワ
ウ
等
の
県
民
の
人
身
、

農
林
水
産
業
、
生
活
環
境
又
は
生
態
系
に
被
害
を
発
生
さ
せ
て
い
る
野
生
鳥
獣
を
い
う
。

二

鳥
獣
被
害
対
策

特
定
野
生
鳥
獣
の
適
正
管
理
及
び
農
林
水
産
業
に
係
る
被
害
等
の
防
止
の

た
め
の
施
策
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
調
査
研
究
を
い
う
。

三

適
正
管
理

県
民
の
生
命
及
び
身
体
の
安
全
、
農
林
水
産
業
に
係
る
被
害
の
防
止
、
良
好
な

生
活
環
境
の
確
保
又
は
自
然
環
境
の
保
全
を
図
る
観
点
か
ら
、
特
定
野
生
鳥
獣
の
生
息
数
を
適

正
な
水
準
に
減
少
さ
せ
、
又
は
そ
の
生
息
地
を
適
正
な
範
囲
に
縮
小
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。

四

有
効
活
用

捕
獲
等
（
捕
獲
又
は
殺
傷
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
た
特
定
野
生
鳥
獣
を

自
然
の
恵
み
と
し
て
で
き
る
限
り
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
を
い
う
。

五

関
係
団
体

鳥
獣
被
害
対
策
に
資
す
る
取
組
を
行
う
団
体
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条

鳥
獣
被
害
対
策
は
、
本
県
の
多
様
な
自
然
及
び
生
態
系
、
農
林
水
産
業
並
び
に
地
域
の
暮

ら
し
を
特
定
野
生
鳥
獣
の
被
害
か
ら
守
る
こ
と
に
よ
り
、
県
民
の
良
好
な
生
活
環
境
を
将
来
に
わ

た
っ
て
確
保
す
る
こ
と
が
地
域
社
会
の
活
力
の
向
上
に
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
県
、
市
町
村
、

県
民
及
び
関
係
団
体
の
協
働
に
よ
り
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
行
う
も
の
と
す
る
。

２

鳥
獣
被
害
対
策
は
、
特
定
野
生
鳥
獣
の
生
息
状
況
、
農
林
水
産
業
に
係
る
被
害
の
発
生
状
況
そ

の
他
の
状
況
を
把
握
し
、
基
本
方
針
を
定
め
る
と
と
も
に
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
持
続
的
か
つ

実
効
性
の
あ
る
方
法
に
よ
り
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

３

鳥
獣
被
害
対
策
は
、
生
物
の
多
様
性
に
及
ぼ
す
影
響
に
十
分
配
慮
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４

鳥
獣
被
害
対
策
は
、
有
効
活
用
に
よ
る
新
た
な
付
加
価
値
を
生
み
出
す
取
組
が
地
域
社
会
の
活

力
向
上
に
重
要
で
あ
る
こ
と
に
配
慮
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。



５

鳥
獣
被
害
対
策
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
鳥
獣
被
害
対
策
の
重
要
性
に
対
す
る
県
民
の
理
解
を

促
進
す
る
と
と
も
に
、
県
民
の
理
解
を
得
な
が
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
章

責
務
及
び
役
割

（
県
の
責
務
）

第
四
条

県
は
、
前
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
鳥
獣
被
害
対
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
実
施

す
る
と
と
も
に
、
広
域
的
か
つ
専
門
的
な
取
組
に
円
滑
に
対
応
す
る
た
め
、
必
要
な
体
制
を
整
備

す
る
も
の
と
す
る
。

２

県
は
、
鳥
獣
被
害
対
策
を
推
進
す
る
に
当
た
り
、
必
要
に
応
じ
て
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
か

ら
の
助
言
を
得
る
と
と
も
に
、
大
学
及
び
研
究
機
関
と
連
携
協
力
し
て
、
調
査
研
究
を
行
う
も
の

と
す
る
。

３

県
は
、
鳥
獣
被
害
対
策
を
推
進
す
る
上
で
市
町
村
が
果
た
す
役
割
の
重
要
性
に
鑑
み
、
市
町
村

と
の
緊
密
な
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
市
町
村
に
対
し
、
情
報
の
提
供
、
技
術
的
な
助
言
そ
の
他

必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

４

県
は
、
鳥
獣
被
害
対
策
に
は
特
定
野
生
鳥
獣
の
生
息
状
況
及
び
農
林
水
産
業
に
係
る
被
害
の
発

生
状
況
等
に
応
じ
た
広
域
的
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
国
、
隣
接
県
、
市
町
村
、
県

民
、
関
係
団
体
等
と
連
携
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

（
県
民
の
役
割
）

第
五
条

県
民
は
、
鳥
獣
被
害
対
策
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
県
、
市
町

村
及
び
関
係
団
体
に
よ
る
鳥
獣
被
害
対
策
の
推
進
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
関
係
団
体
の
役
割
）

第
六
条

関
係
団
体
は
、
鳥
獣
被
害
対
策
に
寄
与
す
る
人
材
の
育
成
、
事
故
防
止
対
策
、
情
報
の
発

信
等
に
資
す
る
取
組
を
行
う
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
鳥
獣
被
害
対

策
の
推
進
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

施
策
の
推
進

（
捕
獲
等
従
事
者
の
確
保
及
び
適
正
管
理
の
推
進
）

第
七
条

県
は
、
特
定
野
生
鳥
獣
の
適
正
管
理
を
推
進
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
施
策
を
実
施
す
る

も
の
と
す
る
。

一

特
定
野
生
鳥
獣
の
捕
獲
等
に
従
事
す
る
者
の
確
保
及
び
育
成



二

特
定
野
生
鳥
獣
の
捕
獲
等
に
係
る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
の
向
上
並
び
に
事
故
防
止
の
た

め
の
対
策
の
推
進

三

特
定
野
生
鳥
獣
の
生
息
状
況
等
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
い
た
適
正
管
理
の
推
進

（
被
害
防
止
対
策
の
推
進
）

第
八
条

県
は
、
特
定
野
生
鳥
獣
に
よ
る
被
害
の
防
止
を
推
進
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
施
策
を
実

施
す
る
も
の
と
す
る
。

一

特
定
野
生
鳥
獣
の
生
息
状
況
、
農
林
水
産
業
に
係
る
被
害
の
発
生
状
況
等
の
地
域
の
特
性
に

応
じ
て
地
域
住
民
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
被
害
防
止
対
策

二

前
号
の
対
策
を
推
進
す
る
た
め
の
人
材
の
育
成

（
有
効
活
用
の
推
進
）

第
九
条

県
は
、
有
効
活
用
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
食
関
連
分
野
そ
の
他
の
分
野
に
お
け
る
付
加

価
値
の
向
上
に
係
る
調
査
研
究
及
び
情
報
発
信
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
調
査
研
究
及
び
普
及
啓
発
）

第
十
条

県
は
、
鳥
獣
被
害
対
策
を
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
施
策
を
実
施
す
る
も

の
と
す
る
。

一

鳥
獣
被
害
対
策
に
必
要
と
な
る
特
定
野
生
鳥
獣
の
生
息
状
況
、
農
林
水
産
業
に
係
る
被
害
の

状
況
、
生
態
系
へ
の
影
響
等
の
必
要
な
情
報
の
把
握

二

大
学
及
び
研
究
機
関
と
連
携
協
力
し
た
特
定
野
生
鳥
獣
の
生
息
状
況
等
の
科
学
的
知
見
の
蓄

積
三

特
定
野
生
鳥
獣
の
捕
獲
後
の
適
切
な
処
理
に
係
る
調
査
研
究

四

先
端
技
術
を
活
用
し
た
適
正
管
理
に
係
る
調
査
研
究

五

鳥
獣
被
害
対
策
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
県
民
へ
の
普
及
啓
発

第
四
章

雑
則

（
顕
彰
）

第
十
一
条

県
は
、
鳥
獣
被
害
対
策
の
推
進
に
関
し
て
顕
著
な
功
績
が
あ
っ
た
者
に
対
し
、
顕
彰
す

る
も
の
と
す
る
。

（
財
政
上
の
措
置
）

第
十
二
条

県
は
、
鳥
獣
被
害
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。



（
公
表
）

第
十
三
条

知
事
は
、
毎
年
度
、
鳥
獣
被
害
対
策
の
推
進
に
関
し
講
じ
た
県
の
施
策
及
び
そ
の
実
施

の
状
況
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提
案
理
由

群
馬
県
鳥
獣
被
害
対
策
の
推
進
に
関
す
る
条
例
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。


